
 

 
貸金業の苦情等に関する窓口 

１．貸金業に関する苦情等窓口について 

当社の貸⾦業に関する苦情等は、以下の窓⼝にお申出ください。 

２．貸金業に関する指定紛争解決機関 

当社は、貸⾦業に関して上記１．の窓⼝を通じて苦情の解決を図るほか、 

次に記載する団体を通じて苦情の解決を図ることとします。 


